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 地域福祉とは 

第１章 計画の策定にあたって（本編 1～7 頁） 

１ 計画策定の背景 

本市は、地域における様々な生活課題の解決に向けて、地域福祉を推進していく地域住民等が生き

がいを持って活動に参加していけるように、社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会（以下「社会福祉協

議会」という。）などの関係機関と連携し、地域福祉に関する各種事業に取り組んできました。 

令和２年６月に策定した「袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）」（以下「前計画」という。）が、本年度

をもって最終年度を迎えることから、国や県の動向、社会情勢の変化や市内の地域福祉活動の状況を

踏まえながら、より住民のニーズに沿った内容で多様な地域福祉活動が展開され、地域共生社会の実

現につながるよう、「袖ケ浦市地域福祉計画（第４期）」（以下「第４期計画」という。）を策定するもの

です。 

２ 計画の位置づけ 

 第４期計画を含めた各計画の法的根拠は以下のとおりです。 

 社会福祉法第 107 条第１項に基づく「市町村地域福祉計画」 

 社会福祉法第 106 条の５第１項に基づく「重層的支援体制整備事業実施計画」 

 成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条第１項に基づく「成年後見制度利用促進基本計画」 

 再犯の防止等の推進に関する法律第８条第１項に基づく「地方再犯防止推進計画」 

 本市の最上位計画である「袖ケ浦市総合計画」を踏まえ、福祉分野の上位計画として策定します。 

 社会福祉協議会が策定する「袖ケ浦市地域福祉活動計画（第５期）」と整合を図ります。 

３ 計画期間 

第４期計画の計画期間は、市の最上位計画である「総合計画」との整合を図り、令和８年度から令和

13 年度までの６年間とします。 

なお、計画の進捗状況や社会情勢の変化等に応じて、必要な見直しを行っていくものとします。 
 

地域福祉とは 

 

地域福祉とは、対象者を限定せず、地域の

中の困りごとを、地域住民や行政、社会福祉

協議会、関係機関などとの関係性の中で解

決していくための仕組みのことをいいま

す。 

こうした地域福祉は、「自助」「互助・共助」

「公助」を重層的に組み合わせ、助け合いな

がら地域の課題解決に取り組んでいくこと

が重要なポイントとなります。 

  

・ 自分のことを自分で行動する 

・ 困り事は家庭内の努力で取り組む 

・ 地域住民などの自発的な支え合い 

・ 自治会やボランティアなどによる助け合い 

・ 介護保険など制度的化された相互扶助 

・ 福祉や保健分野等の各種サービスの提供 

個人や家庭による取組 

① 自 助 

②互助・共助 

支え合いの取組 

③公 助 

行政による取組 
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第２章 第３期計画の振り返り（本編 35～50 頁） 
 

前計画の進捗状況の点検及び事業評価については、「袖ケ浦市地域福祉計画策定・推進委員会」にお

いて毎年度実施し、また、第４期計画を策定する前年度の令和６年度には、市民を対象とした住民意識

調査（アンケート）、福祉関連事業所及び福祉関係団体を対象とした調査（アンケート及びヒアリング）、

地区社会福祉協議会６地区ごとに地区懇談会を実施いたしました。 

アンケート結果や地区懇談会などから、各地域における課題やニーズなどの意見を伺い、前計画の

課題や成果を振り返り、第４期計画へ繋げる目標や施策の推進の方向性について、以下のようにまと

めました。 

１ 福祉の情報提供と教育の充実 

� 本市では広報紙やホームページ、ＳＮＳの活用など多様な方法により福祉の情報提供に取り組ん

でいますが、更なる情報提供の充実が求められています。そのため、市民誰もが情報から取り残さ

れることがないように、また、情報を活用して社会参加につながるように、デジタル技術の更なる

活用や情報アクセシビリティの向上を図る必要があります。 

� 福祉教育は、福祉活動の参加者の拡大や担い手の確保・育成に関係し、持続可能な地域福祉の推進

のために不可欠であるため、福祉関連事業所や関係機関と連携し、幼少期から身近に学べる環境

づくりが必要です。 

第４期計画では、「目標１ 地域への親しみや地域の福祉に関わる人材づくり」において、「地域福祉活

動に参加しやすい環境づくり」「地域福祉への意識の醸成」として施策の推進を図ります。 

 

２ 地域のつながりの充実 

� 地域のつながりの希薄化が進んでいるため、幅広い世代が、それぞれの興味や関心、ライフスタイ

ルに応じて気軽に参加できるように、地域交流や居場所づくりの活動を支援していく必要があり

ます。また、支援が必要な人の早期把握や社会的孤立を防ぐため、地域の見守りや助け合いの活動

が活発化するように、支援機関との連携強化を図っていく必要があります。 

� 災害や犯罪など、地域の安全が懸念される中で、緊急時・非常時に自助や互助・共助の取組が機能

するように、地域の防災力・防犯力の向上が必要となっています。 

第４期計画では、「目標２ 地域のつながりや支え合いの充実」において、「地域交流の場づくり」「地域

における見守り、支え合いの充実」「防犯・防災体制の充実」として施策の推進を図ります。 
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３ 地域の福祉に関わる人材づくり 

� ボランティアの不足、高齢化が進んでいるため、ボランティア活動への理解と協力が得られるよ

うに、ボランティア情報の周知や活動への支援の充実、有償ボランティアなど新たな仕組みを検

討していく必要があります。 

� ボランティア以外でも地域福祉活動の担い手や福祉関連事業所において人材の不足や高齢化が進

んでいるため、研修会等の開催や福祉の仕事の魅力の発信、教育機関や地元企業等への働きかけ

にも取り組んでいく必要があります。 

人材づくりは福祉教育との関わりも深いため、第４期計画では「目標１ 地域への親しみや地域の福祉

に関わる人材づくり」において、「地域福祉に関わる人材づくり」として施策の推進を図ります。 

 

４ 地域福祉サービス・仕組みの充実 

� 誰もが安全・安心に快適に暮らし、社会で活躍できるように、バリアフリーやユニバーサルデザイ

ンを取り入れたまちづくりを推進し、移動環境の充実にも努める必要があります。 

� 福祉人材の育成や福祉関連事業所におけるサービスの質を高めるための取組に対する支援を引き

続き行うとともに、複雑化・複合化した困難事例に対応するために重層的支援体制整備事業を更

に充実させ、包括的支援体制の構築を目指していく必要があります。あわせて、経済的な問題を抱

えている生活困窮者の早期把握と継続的な支援の充実を図る必要があります。 

� 認知症の高齢者等への後見人問題は今後ますます深刻化することが予想されるため、日常生活自

立支援事業や成年後見支援事業の周知に引き続き取り組んでいくとともに、市と社会福祉協議会

による地域連携ネットワークの中核機関との連携を深め、権利擁護に関する体制の充実を図って

いくことが重要です。また、不当な差別の解消や虐待の防止等にも取り組む必要があります。 

第４期計画では、「目標３ みんなでつくる誰もが暮らしやすい地域づくりの推進」において、「人にやさし

いまちづくりの推進」「分野横断的な支援体制の充実」「権利擁護の必要な方が安心して暮らせるため

の支援の充実」として施策の推進を図ります。 

 

５ 地域福祉推進への支援 

� 地域の見守りや支え合い等の地区社会福祉協議会の活動の推進にあたっては、地域住民等の協力

が必要なため、地区社会福祉協議会の周知を図り、地区社会福祉協議会を中心とした地域の支援

体制の充実を図っていく必要があります。 

� 福祉関連事業所や福祉関係団体等の交流を深め、地域福祉活動が効果的・効率的に展開できるよ

うに、連携強化を図っていく必要があります。 

地域福祉推進への支援は、地域の支え合いの仕組みづくりと関連性があるため、第４期計画では「目

標２ 地域のつながりや支え合いの充実」において、「地域の多様なつながりの醸成」として施策の推進

を図ります。 
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第３章 計画の基本的な考え方と目標（本編 51～57 頁） 

１ 基本理念及び基本視点 

地域共生社会の実現を目指して、以下の基本理念及び基本視点を設定します。 

 

 

 

 
 

 

２ 計画の目標 

第４期計画の目標を以下のとおりとします。 
 
 目標１ 地域への親しみや地域の福祉に関わる人材づくり  

持続可能な地域福祉の仕組みづくりを目指して、ボランティアや地域活動など、地域福祉活動を

けん引する人材の育成に取り組みます。また、福祉教育や福祉情報の発信を推進し、地域の課題や地

域福祉への関心が高まるように取り組みます。 
 
 目標２ 地域のつながりや支え合いの充実 

多様な居場所・交流の場づくりの支援を行うとともに、福祉関連事業所や福祉関係団体、地域住

民、学校、企業等の多様な主体の協働による地域の支え合いの仕組みづくりを推進します。また、住

民同士のつながりを深めながら、防災力・防犯力の高い地域づくりを推進します。 
 
 目標３ みんなでつくる誰もが暮らしやすい地域づくりの推進 

あらゆる立場の人が、快適に安心して暮らしていけるように、バリアフリーやユニバーサルデザ

インの考え方に基づく整備や移動手段の充実などを推進します。また、権利擁護の推進や相談支援、

公的サービスの質の向上等を図ります。さらに、特に困難な課題を抱える人（世帯）を支援に結び付

けられるよう、所管分野を超えたつながりによる包括的な支援体制の整備を推進します。 

３ 成果指標 

第４期計画の推進状況を把握する成果指標を以下のとおりとします。 

成果目標 現状値（令和６年） 目標値（令和 13 年） 

目標 
１ 

地域活動に参加したことがある高

齢者の割合 
６３．３％ ６４．７％ 

目標 
２ 

地域で支え合って安心して暮らし

ている市民の割合 
６１．４％ ６５．０％ 

目標 
３ 

障がいのある人が安心して暮らし

ていると思う市民の割合 
３１．０％ ３３．１％ 

安心して子育てができると思う人

の割合 
８２．６％ ８４．０％ 

 

市民誰もが活躍し、それぞれの地域で 

その人らしい安心で充実した生活をおくれるまちづくり 

① すべての個人の人間性を尊重します 

② 市民参加による協働と助け合いのまちをつくります 

③ 安心に暮らせるための包括的な支援体制づくりを推進します 

 基本理念 

基本視点 
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４ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②地域における支え合いの促進

(1) 地域の多様なつながりの
　  醸成

①身近な地域でのつながりを深める
　取組

基本理念
　市民誰もが活躍し、それぞれの地域でその人らしい
　安心で充実した生活をおくれるまちづくり

基本視点

①　すべての個人の人間性を尊重します

②　市民参加による協働と助け合いのまちをつくります

③　安心に暮らせるための包括的な支援体制づくりを推進します

①ボランティア活動等の推進

②地域福祉の担い手の育成

②地域の課題に気づくきっかけづくり

(1) 地域福祉に関わる
　  人材づくり

(2) 地域福祉活動に参加
　  しやすい環境づくり

①情報が入手しやすく活用しやすい
   環境づくり

(3) 地域福祉への意識の醸成 ①福祉教育の推進

(2) 地域交流の場づくり ①多様な居場所づくりの推進

(3) 地域における見守り、
　  支え合いの充実

①要援護者への見守り・声かけ・
　支え合いの推進

(4) 防犯・防災体制の充実
　 ＜再犯防止推進計画＞

①自主防犯活動の促進及び
　再犯防止対策の推進

②地域における防災対策の促進

③災害時における福祉支援の充実

(1) 人にやさしいまちづくり
　  の推進

①誰もが暮らしやすいまちづくりの
　推進

(2) 分野横断的な支援体制の
　  充実【重点取組】
 ＜重層的支援体制整備事業計画＞

①本人の意思に寄り添った支援の
　充実

(3) 権利擁護の必要な方が
　  安心して暮らせるための
　  支援の充実
　＜成年後見制度利用促進計画＞ ④消費者保護対策の推進及び消費者

　意識の向上

③身寄りのない高齢者等への支援

②生活困窮者の自立支援

①権利擁護事業の推進

②虐待防止対策の推進

③人権意識の啓発

②移送支援の充実

計画の目標 施策の方向 取組の方向

目標１

地域への親しみや

地域の福祉に関わる

人材づくり

目標２

地域のつながりや

支え合いの充実

目標３

みんなでつくる

誰もが暮らしやすい

地域づくりの推進
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第４章 目標の達成に向けた施策の推進（本編 58～78 頁） 
 

目標 １ 地域への親しみや地域の福祉に関わる人材づくり 
 

施策の方向    地域福祉に関わる人材づくり 

社会福祉協議会と連携を図りながら、幅広い世代へボランティア活動への参加の周知を図るととも

に、活動参加への負担が軽減され、楽しみながら参加し続けられるように、ボランティア活動の環境の

向上に向けた支援を行います。また、社会貢献活動に取り組むＮＰＯ法人について必要に応じて支援

を行うとともに、人材の確保やスキルアップなどの支援に努めます。 

    ボランティア活動等の推進 

ボランティアセンターの機能充実に向けた支援を行い、ボランティア活動の活性化を図ります。

地域福祉活動に参加している、または活動に興味のある市民が安心して活動に取り組めるように、

必要となる知識や情報の提供、相談支援などを行います。 

    地域福祉の担い手の育成 

地域の身近な相談相手である民生委員・児童委員の活動を支援するとともに、市や関係機関との

連携強化を図ります。また、民生委員・児童委員の活動について、周知を図ります。 

 

施策の方向   地域福祉活動に参加しやすい環境づくり 

地域福祉に関する情報が入手しやすく活用しやすい環境づくりを進めます。また、地域課題への気

づきや解決に向けた取組を進めていく上で、様々な分野における人材の活躍が期待されるため、福祉

以外の分野とも連携・協働して取り組みます。 

    情報が入手しやすく活用しやすい環境づくり 

市及び社会福祉協議会の広報紙やホームページ、公式ＳＮＳなど、多様な手法の活用を図ります。

また、誰もが情報の入手や活用、意思疎通がしやすくなるように、ＩＣＴ技術を活用した情報バリ

アフリーの推進を図ります。 

    地域の課題に気づくきっかけづくり 

これまで培ってきた知識や経験を活かしたい、あるいはキャリアアップや新たな経験を積んでみ

たいと考えている市民もいるため、福祉以外の分野と連携・協働し、学びの場や活動の充実に取り

組みます。 

 

施策の方向   地域福祉への意識の醸成 

高齢者や障がい者、子育て世帯など、様々な立場や状況に置かれている方についての理解を深め、多

様性を認め合いながら互いに支え合い、地域の課題解決に向けて自ら行動を起こしていけるように、

福祉講座やイベントの開催などを通じて福祉意識の醸成を図ります。 

    福祉教育の推進 

全ての世代において誰もが身近に福祉について学ぶことができるように、社会福祉協議会、福祉

事業者や団体等と連携し、福祉体験機会の充実や啓発活動などを推進します。 

１ 

２ 

３ 

取組の方向 
 

１ 

取組の方向 
 

２ 

取組の方向 
 

１ 

取組の方向 
 

２ 

取組の方向 
 

１ 
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ｚ 

 

目標 ２ 地域のつながりや支え合いの充実 

施策の方向   地域の多様なつながりの醸成 

地区の特性やこれまで積み上げてきた取組を活かし、地域福祉活動を展開していけるように、自治

会や地区社会福祉協議会など、様々な主体が連携・協力し、支え合いの輪を広げていきます。 

    身近な地域でのつながりを深める取組 

自治会への加入促進の啓発を行うとともに、地区社会福祉協議会や福祉関連事業所、福祉関係団

体など様々な主体との連携強化を図り、地域の多様なつながりが深まるように取り組みます。 

 

施策の方向   地域交流の場づくり 

様々な地域住民との出会いや住民同士の絆を深め、孤独・孤立対策などにもつながるように、地域の

居場所づくりの活動を支援していきます。 

    多様な居場所づくりの推進 

子どもから高齢者まで、地域の誰もが集まりやすく、気軽に交流できるよう地域の特性に合った

活動の場づくりを引き続き支援します。 

 

施策の方向   地域における見守り、支え合いの充実 

少子高齢化や単身世帯が増える中で、自ら支援を求めない人や求めることができない人を早期に把

握し、支援につなげられるように、地域の見守り、支え合いの充実を図ります。 

    要援護者への見守り・声かけ・支え合いの推進 

民生委員・児童委員やボランティア、自治会などを中心とした地域住民による声かけや見守り活

動の促進、生活に密着した事業者などとも連携した見守りネットワークを推進します。 

    地域における支え合いの促進 

地域団体の活動の促進や、自治会やボランティアなどとの連携により、共に支え合い、助け合う

仕組みづくりを推進します。 

 

施策の方向   防犯・防災体制の充実 

地域のつながりを深め、地域ぐるみで犯罪や災害の被害を防ぐ活動の促進を図ります。また、高齢者

や障がい者、乳幼児、妊産婦等の災害時における福祉支援体制の充実を図ります。 

    自主防犯活動の促進及び再犯防止対策の推進 

関係機関が連携し、通学時や遊びの時間帯などの見守り活動の充実を図ります。また、犯罪をし

た者が再び罪を犯すことがないように再犯防止対策を推進します。 

    地域における防災対策の促進 

自主的な防災組織の結成促進や防災訓練への参加促進などにより、地域の防災力の強化に努めま

す。また、社会福祉協議会による災害ボランティアセンター事業を支援します。 

    災害時における福祉支援の充実 

高齢者や障がい者等の災害時の避難支援や、福祉避難所の整備、情報伝達手段の周知、災害時に

おける福祉サービスの提供体制の整備に取り組みます。  
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目標 ３ みんなでつくる誰もが暮らしやすい地域づくりの推進 

施策の方向   人にやさしいまちづくりの推進 

誰もが安心して地域で生活できるように福祉のまちづくりを推進します。また、高齢者や障がい者

等の外出時の負担の軽減が図れるように、日常生活における移動支援の充実に努めます。 

    誰もが暮らしやすいまちづくりの推進 

公共施設や設備等のハード面の整備や交通安全対策など、誰もが安全・安心に暮らせるような環

境づくりに取り組みます。 

    移送支援の充実 

各地区の状況を踏まえながら、交通の利便性の向上を図ります。一般の交通手段では、移送ボラ

ンティアなど市民の協力を得ながら移送支援の充実に努めます。 

    身寄りのない高齢者等への支援 

日常生活支援や円滑な入院・入所の手続き支援、死後事務など、頼れる身寄りがいないことによ

り抱える生活上の課題に対応できるように支援体制の強化を図ります。 
 

施策の方向   分野横断的な支援体制の充実 

重層的支援体制整備事業の推進やサービスの質の向上に取り組みます。また、様々な課題を抱える

生活困窮者（世帯）の状況に寄り添いながら、包括的な支援を講じていきます。 

    本人の意思に寄り添った支援の充実 

これまで取り組んできた施策を重層的支援と結び付けて、支援につなげていきます。また、質の

高いサービスを提供できるように取り組みます。 

    生活困窮者の自立支援 

専門性を有する支援員を配置した相談窓口「そでさぽ」において相談に応じ、生活困窮者（世帯）

の自立と社会参加の促進に向けた包括的な支援を行います。 
 

施策の方向   権利擁護の必要な方が安心して暮らせるための支援の充実 

成年後見制度や日常生活自立支援事業を適切に利用できるように取り組みます。また、個人の権利

や尊厳を守るため、権利擁護支援や虐待への対応強化や人権教育、消費者保護対策に取り組みます。 

    権利擁護事業の推進 

判断能力が不十分な人だけでなく身寄りのない人も含めて、誰もが尊厳のある本人らしい生活を

継続することができるよう、権利擁護支援策の充実を図ります。 

    虐待防止対策の推進 

虐待防止対策の総合的な支援の充実に取り組みます。また、複雑化・複合化した問題を抱えてい

るケースもあるため、重層的支援体制整備事業として包括的な支援につないでいきます。 

    人権意識の啓発 

誰もが差別されることなく多様性を認め合い、尊重し合いながら、それぞれが持つ個性と能力を

発揮して自分らしい生き方ができるように、人権意識の啓発活動を推進します。 

    消費者保護対策の推進及び消費者意識の向上 

悪質商法や架空請求等、消費者問題は複雑化・多様化していることから、消費者問題に関する注

意喚起や相談体制の充実など、消費者保護施策を推進します。  
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第５章 包括的な支援による取組の推進（本編 79～102 頁） 
 

包括的支援体制の整備の一環として、重層的支援体制整備事業、成年後見制度利用支援に関する事

業、再犯防止に向けた取組を推進します。 
 

  重層的支援体制整備事業の推進（重層的支援体制整備事業実施計画） 
重層的支援体制整備事業は、高齢者福祉や障がい福祉、子育て支援など、これまで分野ごとに取り組

まれてきた施策を重層的支援と結び付けて、様々な課題や潜在的ニーズに寄り添い、支援につなげて

いく体制を整備する事業です。 

市民や地域で活動する団体、関係機関等や様々な分野と連携し、「相談」「社会参加」「地域づく

り」の支援を一体的に実施することで、子どもから高齢者、障がい者、生活困窮者等、誰もが住み慣

れた地域で、その人らしく安心して暮らし続けることができる地域共生社会の実現を目指します。 

 

 

  成年後見制度利用支援に関する事業の推進（成年後見制度利用促進基本計画） 
成年後見制度は、認知症、知的障がい、その他の精神上の理由により判断能力が不十分なため契約な

どの法律行為を行えない人を法的に保護し、本人の意思を尊重した支援を行うために整備された制度

です。 

成年後見制度の利用を必要とする人が、尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を

整備して、本人の地域社会への参加を目指します。 

 

 

  再犯防止に向けた取組の推進（再犯防止推進計画） 
再犯防止の取組は市民が犯罪によって受ける被害を防ぎ、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄

与するものであるため、地域の理解と協力を得ながら、犯罪や非行をした者の孤立を防ぎ、地域社会

の一員として円滑に社会復帰できるよう包括的に支援していくことが重要です。 

犯罪や非行をした者の中には、貧困や疾病、厳しい生育環境等、立ち直りに困難を抱える者も多く

いるため、国や県、関係機関、団体等と連携協力しながら、犯罪や非行をした者が社会で孤立するこ

となく、地域とつながりを持ちながら社会の一員として生活を再建できるような社会の実現を目指し

ます。 
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